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北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業監視円卓会議（第３４回）開催結果概要 

 

１ 日時 

平成２７年３月２６日（木）１４：５０～１６：２０ 

 

２ 場所 

ＰＣＢ処理情報センター（室蘭市御崎町１丁目９番地８） 

 

３ 出席者 

監視円卓会議委員、登別市、伊達市、環境省、中間貯蔵・環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣＯ） 

事務局（北海道、室蘭市） 

傍聴者：１４名 報道：２社（室蘭民報社、北海道新聞社） 

 

４ 内容 

（１）第３３回監視円卓会議議事録について 

（２）北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業の進捗状況等について 

（３）北海道ＰＣＢ廃棄物処理計画の変更について 

（４）ＰＣＢ廃棄物処理基本計画変更後の主な取組について 

（５）その他 

 

５ 議事概要 

（１）第３３回監視円卓会議議事録について 

監視円卓会議として承認。 

 

（２）北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業の進捗状況等について 

  ① 北海道事業の進捗状況等について 

ＪＥＳＣＯから資料２－１～２－６に基づき説明。 

・トランス類、コンデンサ類の処理は平成27年２月末現在で、それぞれ75.1％、75.0％。 

・安定器等・汚染物の処理は平成27年２月末現在で、38.3％。 

・第一系統排気に係る活性炭の性能調査について、実験内容を説明。 

・前回の監視円卓会議以降のトラブル事象は１件あり、その概要と対策等について説明。 

・北海道ＰＣＢ処理事業所の内部技術評価結果について説明（指摘事項１件）。 

主な質疑等は以下のとおり。 

（委員）活性炭の性能調査について、今回の実験内容では、実際の処理における排気の状態

と異なることから、意味がないのではないか 

（委員長）次回の監視円卓会議で結果報告がなされるので、結果を見て判断したい。 

 

（委員長）トラブルについては、リリーフ弁がしっかり閉まっていなかったということなの

で、今後とも十分注意していただきたい。 

内部技術評価については、指摘事項について、原因をもっと詳しく見るべきではない

かと思うが、管理目標値の範囲内とのことであったので、今後十分注意喚起をしていた

だきたい。 

 

② 環境モニタリング測定結果等について 

  事務局から資料２－７、２－８に基づき説明。 

・これまでのところ、環境基準値や排出管理目標値等を超える項目はなかった。 
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・前回の監視円卓会議以降、４回の立入検査を実施。トラブル発生時の検査において、原因

究明、再発防止策等について指導。 

質疑等は特になし。 

 

（３）北海道ＰＣＢ廃棄物処理計画の変更について 

   事務局から資料３に基づき説明。 

・３月１８日に変更。 

・１～２月に実施したパブリックコメントでは３名の方から７件の意見の提出があった。 

 

（４）ＰＣＢ廃棄物処理基本計画変更後の主な取組について 

   環境省から資料４に基づき説明。 

・未処理のＰＣＢ廃棄物の掘り起こしについては、使用中のものもあることから、経済産業

省や電気保安関係団体等との連絡会議を構築し、連携体制を進める。 

・今後の取組については、保管状況等の届出、都道府県市の取組状況を定期的に把握し、取

組の進捗管理等を行う。 

主な質疑等は以下のとおり。 

（委員）掘り起こし調査について、環境省予算がつくとのことだが金額が少ない。主体とな

る各都道府県の体制は。 

（事務局）道としては、14の振興局に専任ではないがＰＣＢの担当者をおいている。本庁で

は、専任として２名いる。 

（委員）掘り起こしについては、これまでも指摘されており、抜本的な対策をとるためには、

予算や体制など再検討必要。 

（委員）ＰＣＢ廃棄物の処理については、手続きや処理費用など大変苦労した。中小企業な

どでは知らない人も多くおり、掘り起こしで完全に把握するためには、苦労した人と

の連携や市町村の建築指導の部署などと協力して実施すべき。 

（委員長）電気保安関係の検査では、設備の検査だけであり、電気機器がＰＣＢ使用である

かどうかまで調べることは少ない。地域の方々の協力を得るなど、視点を変えた掘り

起こしも必要。 

（委員）民間企業の取組などを参考にして、ＴＶコマーシャルやチラシなどで広く一般に知

らせるなどの工夫が必要。 

 


